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A. 研究目的 

生活習慣病重症化予防の観点から、ハイリ

スクアプローチとして、効果的・効率的に受

療勧奨を行っていくことが求められている。

そこで、高血圧、脂質異常症、糖尿病を中心

として、各学会の診療ガイドラインなどに基

づき、受療勧奨において必要な健診などの検

査項目・検査値、および受療勧奨のための目

安とそれらに対応した指導内容の具体案に

ついて検討した。 

 

B. 研究方法 

最新の診療ガイドラインとして、高血圧治

療ガイドライン 2014（日本高血圧学会）、動

脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017（日本動

脈硬化学会）、糖尿病診療ガイドライン 2016

（日本糖尿病学会）、慢性腎臓病（CKD）診療

ガイド 2012（日本腎臓学会）に加え、「糖尿

病性腎症病期分類の改訂について」（日本腎

臓学会：糖尿病性腎症合同委員会）、「標準的

な健診・保健指導プログラム［平成 30 年度

版］」（特定健康診査・特定保健指導の在り方

に関する検討会：厚生労働省健康局主催）、厚

生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿

病等生活習慣病対策総合研究事業(生活習慣

病重症化予防のための戦略研究))「自治体に

おける生活習慣病重症化予防のための受療

行動促進モデルによる保健指導プログラム

の効果検証に関する研究」における知見を整

理・比較し、生活習慣病重症化予防のための

受療勧奨において必要な健康指標およびそ

のデータソースについて検討した。 

加えて、受療勧奨の目安値についても各健

康指標について整理し、受療勧奨のための文

言について検討した。 

（倫理面への配慮） 

本検討では、人を対象とする資料は用いな

いため、倫理的問題点はない。 

 

C. 研究結果 

１．Personal Health Record（PHR）に収集す

べき健診のデータ項目・健診以外のデー

研究要旨 

Personal Health Record（PHR）に収集すべき項目およびその基準値、フィードバック例につ

いて、生活習慣病重症化予防に向けた受療勧奨の観点から、高血圧、脂質異常症、糖尿病、慢性腎

臓病に関する最新の診療ガイドライン、標準的な健診・保健指導プログラム［平成 30 年度版］お

よびこれらに関連する資料を基に整理した。本検討で整理された項目・基準等は個々の生活習慣病

の状態を評価することは比較的容易である一方、全体としての評価を行うためには医学的知識や

高い読解力が求められることから、提示方法などを工夫することでより効果的なサービスにつな

げられると考えられた。 



タ項目の検討 

特定健診および労働安全衛生法・学校保健

安全法による健康診断における検査項目は、

表１に示した通り、眼底検査、血清クレアチ

ニンなど一部の項目は各制度上の必須項目

ではない。 

循環器疾患重症化予防において、特定健

診・法定定期健診において対象となりうる疾

患として、高血圧、糖尿病（糖尿病性腎症含

む）、脂質異常症、慢性腎臓病が想定される。

これらに関連する診療ガイドラインに記載

された診断・治療方針・管理目標などの情報

から、診断・リスク評価および管理に関連す

る指標を属性データ、特定健診・法定健康診

断データ、レセプトデータ、診療録データ、

個別入力データの情報源の観点から表２に

整理した。なお、既往歴および治療情報につ

いては、特定健診・法定健康診断において取

得可能であるが、レセプトデータからも傷病

名や処方情報として取得可能であり、誤記

入・誤回答、誤認識などの影響がより小さい

と判断し、レセプトデータを情報源とした内

容のみを表中に掲載した。以下に、各診療ガ

イドラインにおける診断および治療目標の

概略を示す。 

 

①高血圧治療ガイドライン 2014 

高血圧診断においては診察室血圧値およ

び家庭血圧値（必要に応じて、自由行動下血

圧値）に基づき、高血圧診断を確定する（図

１－１）。病歴、身体所見、検査所見などから、

二次性高血圧を除外するとともに、循環器疾

患リスク要因の評価を行い、生活習慣の修正

とリスクに応じて薬物治療を開始する（図１

－２）。リスク層別化は、高血圧の程度と循環

器疾患リスク要因の程度により決定される

（図１－３）。評価すべき循環器疾患リスク

要因は、高齢、喫煙、脂質異常症、肥満、メ

タボリックシンドローム、早発心血管病家族

歴、糖尿病、臓器障害である（図１－４）。 

 

②動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 

脂質異常症診断においては、10 時間以上の

絶食による空腹時採血のLDLコレステロール

値、HDL コレステロール値、トリグリセライ

ド値、Non-HDL コレステロール値が基準を満

たしているか否かによりそれぞれ確定する

（図２－１）。脂質異常症の治療開始の判断

は、診断のみではなく、既往歴や吹田スコア

得点に基づく総合的な冠動脈疾患発症リス

クにより判断を行い（図２－２）、またリスク

に応じ、各脂質指標の管理目標を設定する

（図２－３）。冠動脈疾患リスクの評価にお

いては、既往歴（冠動脈疾患、糖尿病、慢性

腎臓病、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患）の

他、年齢、性別、喫煙、血圧、HDL コレステ

ロール値、LDL コレステロール値、耐糖能異

常、早発性冠動脈疾患家族歴が評価すべき冠

動脈疾患リスク要因となっている（図２－２、

図２－４）。 

 

③糖尿病診療ガイドライン 2016 

糖尿病診断においては、血糖値が基準値を

超えていることを必須基準とし、１）同時測

定の HbA1c 値が基準を満たす、２）典型的な

症状・確実な糖尿病網膜症がある、もしくは

３）異なる時点での血糖値または HbA1c 値が

基準を満たす、のいずれかにより糖尿病診断

を確定する（図３－１）。糖尿病そのものが循

環器疾患ハイリスクであることから、高血圧

治療ガイドライン、動脈硬化性疾患予防ガイ

ドラインとは異なり、治療方針・管理目標の

決定のためのリスク層別化は設けられてい

ない。糖尿病の治療方針は、食事療法、運動

療法、生活習慣の改善を行うことを原則とし、

患者の年齢や病態などを考慮して決定され



る（図３－２）。糖尿病の治療目標は、合併症

予防のため、HbA1c7.0%未満を基本とし、年齢、

罹病期間、臓器障害、低血糖リスク、サポー

ト体制などを考慮し、血糖正常化を目指せる

場合には HbA1c6.0%を、低血糖リスクなどの

ために治療強化が困難な場合には HbA1c8.0%

とするなど、個別に設定する（図３－３）。 

糖尿病腎症の早期診断法として、尿中アル

ブミン測定が強く推奨されている（図３－

４）。尿中アルブミンに主眼を置いて早期腎

症、顕性腎症を分類する糖尿病腎症病期分類

の改訂が行われている（図４）。 

糖尿病腎症の治療法として、すべての病期

に対し、血圧コントロール、特に ACE 阻害薬・

ARB による血圧コントロール、食塩摂取制限

が強く推奨され、脂質コントロールも推奨さ

れている（図３－３）。加えて、早期腎症に対

する血糖コントロールは強く推奨されてお

り、顕性腎症においても血糖コントロールが

腎症の進行を抑制する可能性が示されてい

る。 

 

④CKD 診療ガイド 2012 

CKD は、１）0.15g/gCr 以上の蛋白尿

（30mg/gCr 以上のアルブミン尿）を主体とし

た腎障害、２）GFR＜60mL/分/1.73m2の少なく

ともいずれか一方が3ヶ月以上持続する状態

と定義される（図５－１）。その重症度は、尿

中アルブミン・尿蛋白と GFR の組合せのみに

より分類される（図５－２）。CKD 患者の治療

における専門医との連携においては、専門医

への紹介の目安として、１）0.50g/gCr 以上

または 2+以上の蛋白尿、２）蛋白尿と血尿が

ともに陽性（1+以上）、３）eGFR＜50mL/分

/1.73m2（40 歳未満は＜60mL/分/1.73m2、70歳

以上は＜40mL/分/1.73m2）のいずれかを満た

す状態が示されている（図５－３、図５－４）。 

CKD 治療は、腎臓に直接作用する治療法は

なく、高血圧、糖尿病などの腎機能を悪化さ

せる要因への治療が中心となる（図５－５）。

治療法の選択においては、尿蛋白定量を考慮

が必要である。治療方針は糖尿病の有無によ

らず、同様である（図５－６）。 

 

２．各個人に適切な保健指導内容を通知する

ために必要なデータ項目と条件 

標準的な健診・保健指導プログラム［平成

30 年度］において、血圧高値、脂質異常、血

糖高値、尿蛋白、尿蛋白及び血清クレアチニ

ンに関するフィードバック文例集が掲載さ

れている（資料１）。ここに示されている文例

集については、主要な対象疾患である高血圧、

脂質異常症、糖尿病、CKD の診療ガイドライ

ンに準じているが、特定健診・法定健康診断

の項目がガイドラインの内容を十分に網羅

していない部分があるため、一部簡略化され

ている。以下に、高血圧、脂質異常症、糖尿

病、CKD に対する受療勧奨基準値について、

標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30

年度】フィードバック文例集の概要と関連す

る診療ガイドラインとの差異についての概

略を示す。 

 

①高血圧への受療勧奨 

血圧高値については、「すぐに医療機関の

受診を」促す基準として、収縮期血圧≧

160mmHg、又は拡張期血圧≧100mmHg を、「生

活習慣を改善する努力をした上で、数値が改

善しないなら医療機関の受診を」促す基準と

して、140mmHg≦収縮期血圧＜160mmHg、又は

90mmHg≦拡張期血圧＜100mmHg を提示してい

る（図６－１）。 

高血圧治療ガイドライン（JSH2014）では、

リスク層別に治療方針が設定されているが、

収縮期血圧≧160mmHg、又は拡張期血圧≧

100mmHg は中等リスク以上に該当し、他のリ



スク要因がない者では「1 か月以内の指導で

140/90mmHg 以上なら降圧治療」となっている

点が異なっている（図１－３）。同様に、

140mmHg≦収縮期血圧＜160mmHg、又は 90mmHg

≦拡張期血圧＜100mmHg は、低リスクであれ

ば、3か月以内、中等リスクであれば、1か月

以内の指導で 140/90mmHg 以上なら降圧治療

とより詳細に分類されている。 

 

②脂質異常症への受療勧奨 

脂質異常については、「すぐに医療機関の

受診を」促す基準として、LDL コレステロー

ル値≧180mg/dl（又は Non-HDL コレステロー

ル 値≧ 210mg/dl ）、 又は 中性脂肪 値≧

500mg/dl を、「生活習慣を改善する努力をし

た上で、数値が改善しないなら医療機関の受

診を」促す基準として、140mg/dl≦LDL コレ

ステロール値＜180mg/dl（又は 170mg/dl≦

Non-HDL コレステロール値＜210mg/dl）、又は

300mg/dl≦中性脂肪値＜500mg/dl を提示し

ている（図６－２）。 

動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017 で

は、リスク層別に管理目標値が設定されてい

るが、一次予防に対しては、非薬物療法によ

る治療開始が基本とされている（図２－３）。

低リスク者において、LDL コレステロール値

＜160mg/dl（Non-HDL コレステロール値＜

190mg/dl）が管理目標値とされている。LDL コ

レステロール値≧180mg/dl（Non-HDL コレス

テロール値≧210mg/dl）の場合においては家

族性高コレステロール血症を念頭に置き、早

期の薬物療法も考慮することとされている。

LDLコレステロール値＜180mg/dl（Non-HDLコ

レステロール値＜210mg/dl）の者については、

個々のリスクに応じて、生活習慣の改善、薬

物治療により管理目標値の達成を目指す治

療方針が基本となる。動脈硬化性疾患予防ガ

イドライン 2017 においては、中性脂肪値に

ついては 150mg/dl 未満の管理目標値が示さ

れており、500mg/dl 以上では急性膵炎リスク

の観点から治療の必要性について言及され

ているが、150～300mg/dl を「3～6か月後に

かかりつけの医療機関で再検査を受けた方

が望ましい」している点において、標準的な

健診・保健指導プログラム［平成 30 年度］の

方がより詳細な分類となっている。 

 

③糖尿病への受療勧奨 

血糖高値については、空腹時血糖（食後 10

時間以上）、随時血糖（食後 4 時間以上）≧

126mg/dl、又は HbA1c≧6.5%を受療勧奨判定

値として提示している。糖尿病治療中の者に

おいては、「受診継続、血糖コントロールにつ

いて確認・相談を」促すこと、糖尿病未治療

の者においては、「定期的に医療機関を受診

していなければすぐに医療機関受診を」促す

ことが例示されている（図６－３）。 

糖尿病診療ガイドライン（2016）では、高

血圧治療ガイドラインや動脈硬化性疾患予

防ガイドラインとは異なり、個々のリスクに

よらず、糖尿病と診断され次第、食事療法、

運動療法、生活習慣改善を基本とした治療の

開始となる（図３－２）。治療目標は、血糖正

常化を目指す際の目標として HbA1c6.0%未満、

合併症予防のための目標として HbA1c7.0%未

満が示されている（図３－３）。 

糖尿病に関しては、1 年間で患者の約 8％

が治療中断するという報告があり、標準的な

健診・保健指導プログラム［平成 30年度版］

ではその点も考慮し、治療の有無に応じたフ

ィードバック例が示されている。 

 

④慢性腎臓病（CKD）への受療勧奨 

尿蛋白については、尿蛋白陽性（１＋以上）

を「医療機関の受診を」促す基準として提示

している（図６－４）。さらに、血清クレアチ



ニンを組み合わせると、尿蛋白にかかわらず、

eGFR＜45ml/min/1.73m2 も「すぐに医療機関

の受診を」促す基準として示されている（図

６－５）。 

CKD 診療ガイド 2012 では、CKD に対する治

療として、血圧高値、血糖高値などの腎機能

を悪化させる要因について、尿蛋白定量など

を考慮した治療を進めることが基本となっ

ている（図５－５）。また、腎臓専門医との連

携が重要であり、その目安として、１）

0.50g/gCr 以上または２＋以上の蛋白尿、２）

蛋白尿と血尿がともに陽性（１＋以上）、３）

eGFR＜ 50mL/分 /1.73m2（ 40 歳未満では

eGFR60mL/分/1.73m2 未満、70 歳以上では

eGFR40mL/分/1.73m2 未満）のいずれかに該当

する時点が示されている（図５－３、図５－

４）。標準的な健診・保健指導プログラム【平

成 30 年度版】とガイドラインの間で大きな

違いはない。 

 

D. 考察 

PHR は、自分自身の意思に基づいて、自身

の健康管理などのサービスを受けるために

活用する自身の保健・医療・福祉データの管

理・保存・利用に関するシステムである。PHR

を利用して提供されうる健康管理サービス

の一つとして、治療が必要な者に治療を受け

ることを促す受療勧奨サービスが想定され

る。そこで、本検討では生活習慣病重症化予

防の観点から、PHR に含めるべき健康情報項

目をその情報源、各診療ガイドラインとの対

応と合わせて表２にまとめた。特に重要な健

康情報項目である血圧高値、脂質異常、血糖

高値、腎障害について、フィードバック基準

値と対応する文例集は、標準的な健診・保健

指導プログラム［平成 30 年度版］（資料１）

に掲載されており、一部診療ガイドラインと

異なる点については結果にまとめた通りで

ある。 

本検討において示した項目、基準およびフ

ィードバック方法は既存の研究成果などを

十分に反映しているため、大幅な変更が生じ

ないものと考えられるが、現時点で想定され

る項目となっており、保健医療制度の改正、

診療ガイドラインの改訂、医療技術・情報通

信技術を含めた科学技術の発展や社会情勢

の変化などを踏まえ、項目などは適宜見直し

ていく必要がある。 

これらの項目、基準については、各生活習

慣病についてまとめられており、個々の状況

を評価することは容易であるが、総合的な判

断を行うには医学的知識と高い読解力が求

められる。その理解を助けるために、厚生労

働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等

生活習慣病対策総合研究事業）生活習慣病重

症化予防のための戦略研究『自治体における

生活習慣病重症化予防のための受療行動促

進モデルによる保健指導プログラムの効果

検証に関する研究』では、構造図（資料２）

などを用いることで、構造図そのものの直接

的効果かはわからないが、研究全体として要

治療者の健康状態の理解を促す受療行動促

進モデルによる介入効果を認めていること

から、必要な項目・基準だけではなく、全体

としての提示方法などを工夫することで、よ

り効果的なサービスにつなげられると考え

られる。 

 

E. 結論 

本検討により、整理された項目・情報源、

それらの項目の受診勧奨基準値とそれに対

応したフィードバック文例をPHRシステムに

取り入れることにより、個人の意思による

PHR を活用した健康管理において、受療勧奨

による生活習慣病重症化予防の推進に寄与

するものと考えられた。 



 

F．研究発表 

１．論文発表 

なし 

 

２．学会発表 

なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

【研究協力者】 

村木 功（大阪大学大学院医学系研究科） 



表１．特定健診と労働安全衛生法・学校保健安全法による健康診断との検査項目の比較 

（標準的な健診・保健指導プログラム【平成 30年度版】別紙１） 

  特定健診 労働安全衛生法 学校保健安全法注１ 
診察 既往歴 〇 〇  

うち服薬歴 〇 ※  
うち喫煙歴 〇 ※  
業務歴  〇  
自覚症状 〇 〇  
他覚症状 〇 〇  

身体計測 身長 〇 〇注２ 〇注３ 
体重 〇 〇 〇 
腹囲 〇 〇注４ 〇注４ 
BMI 〇 〇注５ 〇注５ 

血圧 血圧 〇 〇 〇 
肝機能検査 AST（GOT） 〇 〇 〇 

ALT（GPT） 〇 〇 〇 
γ－GT（γ－GTP） 〇 〇 〇 

血中脂質 
検査 

中性脂肪 〇 〇 〇 
HDL コレステロール 〇 〇 〇 
LDL コレステロール 〇注６ 〇注６ 〇 
（Non-HDL コレステロール）    

血糖検査 空腹時血糖 ◎ ◎ ◎ 
HbA1c ◎ △注７ ◎ 
随時血糖 ◎注８ ◎注９ ◎ 

尿検査 尿糖 〇 〇 〇 
尿蛋白 〇 〇 〇 

血液学検査 
（貧血検査） 

ヘマトクリット値 △   
血色素量 △ 〇 〇 
赤血球数 △ 〇 〇 

心電図 △ 〇 〇 
眼底検査 △   
血清クレアチニン検査 △ △注７  
視力  〇 〇 
聴力  〇 〇 
胸部エックス線検査  〇 〇 
喀痰検査  〇注 10 △注 11 
胃の疾病及び異常の有無   〇注 12 

○…必須項目             △…医師の判断に基づき選択的に実施する項目 
◎…いずれかの項目の実施でも可    ※…必須ではないが、聴取の実施について協力依頼 
（「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について（平成 30年 2月 5日付け基発 0205 第１号・保発 0205 第１号）」） 
注：労働安全衛生法及び学校保健安全法の定期健康診断は、40歳以上における取扱いについて記載している。 
注１）学校の職員を対象とする。 
注２）医師が必要でないと認めるときは省略可。 
注３）二十歳以上の職員については検査の項目から除くことができる。 
注４）以下の者については医師が必要でないと認めるときは省略可。 
 1 妊娠中の女性そのほかの者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断されたもの 
 2 BMI（次の算式により算出したものをいう。以下同じ。）が 20未満である者  BMI＝体重(kg)／身長(m)2 
 3 自ら腹囲を測定し、その値を申告した者（BMI が 22未満の者に限る。） 
注５）算出可。 
注６）中性脂肪（血清トリグリセライド）が 400mg/dl 以上である場合又は食後採血の場合は、LDLコレステロールに代えて Non-HDL コ

レステロール（総コレステロールから HDL コレステロールを除いたもの）で評価を行うことができる。 
注７）医師が必要と認めた場合には実施することが望ましい項目。 
注８）やむを得ず空腹時以外に採血を行い、ＨｂＡ１ｃを測定しない場合は、食直後（食事開始時から 3.5 時間未満）を除き随時血糖

により血糖検査を行うことを可とする。 
注９）検査値を特定健康診査に活用する場合には、食直後（食事開始時から 3.5 時間未満）の採血は避けることが必要。 
注 10）胸部エックス線検査により病変及び結核発病のおそれがないと診断された者について医師が必要でないと認めるときは省略可。 
注 11）胸部エックス線検査によって病変の発見された者及びその疑いのある者、 結核患者並びに結核発病のおそれがあると診断され

ている者に対しては、胸部エックス線検査及び喀痰検査を行い、更に必要に応じ聴診、打診その他必要な検査を行う。 
注 12）妊娠中の女性職員については検査項目から除くものとし、妊娠可能年齢にある女性職員については、問診等を行った上で、医師

が検査対象とするか否かを決定する。  



表２．診療ガイドラインに基づく診断・リスク評価および管理に関する指標 
 

項目 高血圧 動脈硬化性疾患 糖尿病 糖尿病性腎症 慢性腎臓病 
属
性 

年齢 ● ● ● 
 

● 
性別 

 
● 

   

特
定
健
診
・
法
定
健
康
診
断 

BMI 〇 〇 △ 
 

△ 
腹囲 〇 〇 △ 

 
△ 

血圧 ◎ 〇 △ △ △ 
血糖 〇 〇 ◎ △ △ 
HbA1c 〇 〇 ◎ △ △ 
LDL コレステロール 〇 ◎ △ △ △ 
（Non-HDL コレステロール） 〇 ◎ △ △ △ 
HDL コレステロール 〇 ◎ △ △ △ 
中性脂肪 〇 ◎ △ △ △ 
eGFR 注１ 〇 〇 

 
◎ ◎ 

尿蛋白 〇 〇 
 

◎ ◎ 
心電図注２ 〇  

   

眼底所見注２ 〇  ◎ 
  

貧血注２ 
 

 
  

△ 
喫煙習慣 〇 〇 △ 

 
△ 

飲酒習慣 〇  △ 
 

△ 
レ
セ
プ
ト 

高血圧治療薬処方 ◎ 〇 △ △ △ 
糖尿病治療薬処方 〇 〇 ◎ △ △ 
脂質異常症治療薬処方 〇 ◎ △ △ △ 
虚血性心疾患既往 ● ● ● 

  

脳血管疾患既往 ● ● ● 
  

末梢動脈疾患既往 ● ● ● 
  

糸球体腎炎・腎疾患既往 
 

 
  

● 
診
療
録 

診察室血圧 ◎  △ △ △ 
血糖値 〇  ◎ △ △ 
HbA1c 〇  ◎ △ △ 
LDL コレステロール 〇 ◎ △ △ △ 
（Non-HDL コレステロール） 〇 ◎ △ △ △ 
HDL コレステロール 〇 ◎ △ △ △ 
中性脂肪 〇 ◎ △ △ △ 
クレアチニン（eGFR） 〇  △ ◎ ◎ 
尿アルブミン定量または、 
尿アルブミン/Cr 比 

 
 △ ◎ ◎ 

尿蛋白定量または、 
尿蛋白/Cr 比 

 
 △ ◎ ◎ 

個
別
入
力 

体重 △ △ △ 
  

家庭血圧 ◎ △ 
   

自己測定血糖値 
 

 △ 
  

歩数・身体活動量 △ △ △ 
  

早発性心血管疾患家族歴 ● ● 
   

◎：診断指標・主管理指標 〇：リスク評価指標・副管理指標 ●：リスク評価指標 △：副管理指標 
注１：血清クレアチニン濃度、年齢、性別より算出可能。特定健診・法定健康診断の必須項目ではない。 
注２：特定健診の必須項目ではない。 



図１－１．高血圧治療ガイドライン（JSH2014）に

おける高血圧診断の流れ 

 

図１－２．高血圧治療ガイドライン（JSH2014）に

おける高血圧治療の流れ 

 

図１－３．高血圧治療ガイドライン（JSH2014）に

おけるリスク層別化基準 

 

 

 

図１－４．高血圧治療ガイドライン（JSH2014）に

おけるリスク因子一覧 

 

図２－１．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017

における脂質異常症診断基準 

 

図２－２．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017

における脂質異常症治療の流れ 

 

 

 



図２－３．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017

における脂質異常症治療目標 

 

図２－４．動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2017

におけるリスク層別化基準（吹田スコア） 

 

図３－１．糖尿病診療ガイドラインにおける糖尿病

診断の流れ 

 

 

 

図３－２．糖尿病診療ガイドラインにおける糖尿病

治療方針 

図３－３．糖尿病診療ガイドラインにおける糖尿病

治療目標 

 

図３－４．糖尿病診療ガイドラインにおける糖尿病

腎症に関するエビデンス 

 

 

 



図４．糖尿病性腎症の改訂病期分類 

 

図５－１．CKD 診療ガイドにおける CKD の定義 

 

図５－２．CKD 診療ガイドにおける CKD の重症度分

類 

 

 

 

 

 

図５－３．診療ガイドにおける CKD 患者を専門医に

紹介するタイミング・目安 

 

図５－４．CKD 診療ガイドにおける CKD 患者の専門

医との連携体制案 

 

図５－５．CKD 診療ガイドにおける CKD の治療方針 

 

 

 

 



図５－６．CKD 診療ガイドにおける糖尿病性腎症患

者の管理 

図６－１．血圧高値に関するフィードバック文例集 

 

図６－２．脂質異常に関するフィードバック文例

集 

 

 

 

図６－３．血糖高値に関するフィードバック文例

集 

 

図６－４．尿蛋白に関するフィードバック文例集 

 

図６－５．尿蛋白及び血清クレアチニンに関する

フィードバック文例集 
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資料２．健診結果構造図（自治体における生活習慣病重症化予防のための受療行動促進モデルによる保健指導プログラムの効果検

証に関する研究（J-HARP）介入手順書 保健指導実務編 P.13～P.14 より引用） 

 


